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平成21年 度‐般用医薬品販売制度定着状況

調査結果について

今般t平成21年度一般用医薬品販売制度定着状況調査の結果が取りまと

められましたので、お知らせいたします。

(別添)      .

‐○ 一般用医薬品販売制度定着状況調査について(結果概要)

○ 平成21年度二般用医薬品販売制度定着状況調査結果報告書
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■般用医薬品販売制度定着状況調査について (結果概要)

‐
      平 成22年 6月

1        医 薬食品局総務課

1.調 査の目的       :      |    ｀ ●

改正薬事法の趣旨を踏まえ、新たな販売制度の実効性を確保するため、一般消費者の立場から改

正法の定着状況を点検 口調査することによりt医 薬品販売の適正化を図るもの。 |    ‐ 1

2.調 査内容

(1)及 び (2)に ついて、株式会社インテージリサーチが請負により実施。

(1)薬 局 ・店舗販売業の店舗に関する調査
一般消費者としての調査員により、全国3, 991件 の薬局口店舗販売業者 (以下 「薬

.  局 等」という。)の 店舗を訪問し、改正薬事法1こよる新たな販表制度に係る事項を中心に、

店舗の状況等について調査を実施したし調査期間は、平成22年 1月～3月上旬。

(主な調査項目)1

① 医薬品のリスク分類男1の陳列状況                 ,

② 店舗における情報提供、相談対応の状況
0  等    :   ‐         |

(*)第 1類医薬品であれば文書を用いた情報提供の状況、第2類 ,第3類医薬品であれ

ば相談応需の状況等

(2)そ の他

① 郵便等販売に関する調査
一般用医薬品の郵便等販売10件 を対象とし、第1類医薬品1第2類医薬品の販売状

況を調査した。                |

② 配置販売に関する調査 t        ‐
‐      調 査員の中から配置販売利用者を抽出し、調査期間中に配置販売業者の訪間を受けた

事案 (16件 )に ついてt陳 列状況、相談対応の状況等を調査した。     「

3.調 査結果      ‐

別紙のとおり。     |

4.今 後について          ,

今回の調査結果については、都道府県等に情報提供しt薬 事監視等に活用する予定。

1   ま た、平成22年 度も、引き続きt調査手法等に改善を加えつつ同様の調査を実施すること

によりt継 続的に現場の実態把握を行い、+1度の定着を促す予定。    ‐
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(別紙) 主 な調査結果       ‐

(1)薬 局・店舗販売業の店舗に関する調査

②

③

医薬品の陳列状況 :

・第1類医薬品はt購 入者が直接手を触れることができない陳列となうていたか :

なつていた 97.60/0/なつていなかつた 2.40/01、       1
0_リスク分類別に陳列されていたか:‐

|(第 1類医薬品の熟扱がある薬局等)

リスク分類別に区分されていた 57.2%/    1

第1類医薬品のみ明確、他は曖昧 32.1%/不 明瞭 10.8%

(第1類医薬品の取扱がない薬局等)

リスク分類別に区分されていた 535%/曖 昧・不明瞭 4a5%

1店舗従事者は名札をつけていたか :´全員つけていた 62.5%/

全員がつけていたが裏返つている人がいた 1.4%/

名札をつけている人とっけてぃない人がいた &0%/

全員が名本Lをつけていなかつた 28.1%

第1類医薬品購入時の情報提供者 :

薬剤ET 70.40/0/登録販売者3.30/0シニ般従事者2.90/0/名札未着用等のため不明 23.470

11衆鷺飩駄脚貰けtil塁轟轟■二|(午れ'i
t文言,渡されキが詳細な諄明ダな́ヽつた 7.1%/1    ‐一

口頭のみでの説明だつた 225%/

説明自体なかうた 19.8%

⑤ 第 2類 ・第3類医薬品に係る相談時の情報提供者: (多 ηれ
t~

薬剤師 17.9%/登 録販売者 31.3%/一 般従事者‐7.8%/名 札未着用等のため不明 42.9%

⑥ 第 2類 ・第3類医薬品に係る相談に対し、適切な回答があつたか:

適切な回答があつた 88.2%/適 切な回答がなかつた 11.8% %

(2)郵 便等販売に関する調査 :    ′

1調
査対
容
〈heわ 6件|三ぉぃて,調査旱

は 本ヽ来、郵便等販売モは
雫
入できなぃにも牟

ふゎ
|ず
lHli

第■類医薬品又は第2類医薬品を購入することができた6             .`

.  (料 )薬局等は、第1類医薬品・第2類医薬品を郵送等販売することはできない (第2類医薬品の場合、離島居住者・

′   継 続使用者を除)。今回、調査員l雌島居住者・継続使用者ではないという条件で調査を実施

(3)配 置販売に関する調査  :  ‐

① 医薬品の陳列状況: リスク分類別に陳列 14/不 明瞭 2

② 相談に対する回答1 適切 14/不 適切 2    ‐

(16件 中。以下同じも)
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1 平 成 21年 度
.   :

「一般用医薬品販売制度定着状況調査」

調査結果報告書  |

株式会社インテージリサーチ



|.調査概要

1.調 査目的

本調査は、一般消費者としての調査員を選定し、全国の薬局及び店舗販売業 (以下、「薬

局 `店舗販売」とする)の 店舗を訪問する等により、平成21年 6月 1日から施行された

改正薬事法が実際の販売現場において、どの程度定着しているかを確認することを目的と

する。                              .

2.調 査対象等      ・

(1)薬 局・店舗販売の店舗に関する調査

① 調 査対象                               、

全国の薬局・店舗販売の店舗を調査対象とする。ただし、
一般用医薬品の取扱がない薬

局 (調斉1のみの薬局)は 対象としない。なお、本調査では、一般消費者日線で調査員が店

舗を確認し、店舗名称などで F薬局」を称する店舗または調剤室がある店舗を 「薬局」と

し、それ以外の店舗を 「薬店」として調査を行つた:  .

※調査員は、
二般消費者目線で、入手できる情報をもとに調査を行うため、各

都道府県に申請されている実際の店舗の許可内容とは異なることがある。

② 調 査対象地域

全国47都 道府県

③ 標 本設計

i)都道府県別・業態別の割り当て

「平成 19年度 厚 生労働省 衛生行政報告例 薬 事関係,薬局数等」を基に
′、都道府県

別・業態別に設計数を表 I‐1に示すとおり割り当てたもただし、調査活動の中で、調査地

域内において薬局または薬店の店舗数が足りないという状況が発生したため、薬局、薬店

の数にばらつきが出た。最終的な標本数 (実際に調査を行うた店舗数)は、表 I‐1に示す

とおりである。       '



<都 道府県別 ・業態別の設計数
・標本数>

表 I‐1          1

) v y ) 都道府県
設計数 標本数

墓 局 薬 店 薬 局 薬 店

北海道 ,東 北

北海道 86

青  森 20

岩  手 20 20

秋  田 20
０
ん

宮  城 40 4( 43

山 形 20 20

福  島 30 29

関東 甲信越

茨  城 40 40 42

,栃 木 30 31

群  馬 30

埼  玉 90 89

千  葉 80 68

東  京 210 216

ネ申奈り|| 120 90

新  潟 40 4C 36 45

山 梨 10

長  野 30 30 28

東海北陸

富  山 10
Ｏ
ι

' 1【:「 り| 10

時  皇

静  岡 60 6C

憂  知 100 94

二  重 30

近 畿

福  井 10

滋  賀 20

東  細 30 4f

大  阪 130 149

兵  慮 90 80

奈  良 20

和歌 山 20

中国

鳥  取 1 8

島  根 1 O

岡 ‐山 30 4( 34

広  島 60

山  口 30 30

四 国

呑  l l つ
乙

徳  島 10 2(

碁  媛 20 2C

高  知 10

九州 。沖縄

福  岡 10( 99

佐  賀 2(

大  分
う
る 24

貪〔  フト )4〔

長  崎

宮  崎 20

鹿 児島 30

沖  縄

全 :国 1940 204( 1947 2044

※ 「標本数」とは、実際に調査を行つた店舗数



1)人 口規模別市区町村の割り当て

「平成 17年 国勢調査 都 道府県・市区町村別統計表」を基にして、市区町村の人口規

模別に設計数を割り当てた。実際の調査時においては、あらかじめ指定した市区町村で調

査を開始することとし、薬局・薬店の数が設計数に満たない場合は、隣接の市区町村に地

域を拡大し調査を行つた。都道府県別 ・人口規模別の設計数及び標本数は、表 I二2に示

すとおりである。



く都道府県別 。人口規模別の設計数 。標本数>

表 I‐2  ‐

プロシク 都道府県

人 口規模別 数 人 口 規 模 ■ll様不 致

1 :60

万以上

2:30

万以上

3 : 1 0

万以上

4:5万

以上

5 : 5万

未満

０
上
６

以

１

万

０

上

３

以

狂

万

3 :  1 0

万以上

4 : 5万

以上

5 : 5万

夫滞

化海道 。東1セ

北海道 ４

一

青  森 20 5

姜  年 0 8

秋  田 0 10

官  爺 2

山  形 7

福  島 7

関東甲信越

蒙  琥 17

新  米 10

群  馬 8

埼  玉

千  葉 17

薫  責

神奈 川 8 7

新  潟

山  梨 0

長  野 0

東海北陸

富  山

石 0

峙  阜 0 7

静  岡 9

券  知 ７

一
32 ４ ４

一

‐ ８

一
=  舌 3 1

近畿

福  井 0 8

滋  賀

東  細 0
３

一
26 3

大  阪 127 25

兵  産

奈  良

和 歌 山

中国

鳥  取 ０

一
10 17 ３

一
島  根 lR 7

田  l l i 9

広  島 6

山  口

四 国

' F奎ト リ| 9 8

徳  島

秀  媛

嵩  知

九州 :沖縄

福  岡 4

佐  賀 7

夫  今 0 5

熊  本 3

幕  崎 0

宮  崎 0 0

腹 岬,島 0 8

沖  縄

全 コ 960 100( 1016 1 576

※ 「標本数」とは、実際に調査を行つた店舗数



ili)チi― ン店/独 立店別の割り当て

弊社実施の 「全国薬局。薬店パネル調査」を基にチェーンストア/独 立店別に設計数を

表I-3に示すとおり割り当てた。チ三_ン 店/独 立店別の標本数は、表 1・3に示すとお

り。       ´

※ 「全国薬局 ・薬店パネル調査」とは、薬局 ・薬店の販売動向を調査したもの。調査結果は一般公開

していない。

<チ エーン店/独 立店別の設計数 。標本数 >

表 I‐3

※チ千
―ン店/独 立店の定義

・チ手―ン店はt「日本チェーンドラッグストア協会」の正規会員企業及び、

スーパーマーケット22店 、ホームセンタニ9店 の直営店舗とする。なおt
一部の地域において、「日本チェーンドラッグストア協会」のIF_規会員企業

ではないが、弊社において明らかにチェァン展開していると考えられた店舗

も、チェーン店として調査を行つた。                イ

・独立店は、上記以外の店舗とする。

業態

設計数 標本数

薬局 薬店 薬局 薬店

チェーン店 独立店 チェーン店 独立店 チェーン店 独立店 チェーン店 独立店

計 1004

※ 「標本数」とは、実際に調査を行つた店舗数



市)立 地環境Bllの割り当て

「平成 19年 商業統計表 立 地環境特性別統計編 (小売業)」を基に、調査店舗が特定

箇所に集中しないようにするため、また、店舗の規模の偏りを少なくするために、立地環

境別に設計数を表 I‐4の とおリー割り当てた。実際は、全国的に薬局のチェ
ーン店、薬店の

独立店の店舗数が足りない状況であうた。そのため、薬局のチェ
ーン店で不足した場合は、

薬局の独立店でt薬 店の独立店で不足した場合は、薬店のチェーン店で調査を行った。そ

の結果、標本数は、表 I‐4に示すとおりとなつた。

<立 地環境別設計数 。標本数>

表 I‐4｀

立 地

設計数 標本数

薬局 薬店 薬局 薬店

繁華街 480 480 482 470

i :7 4 \ ' Ih 160 210 161 209

商店街 560 580 576 589

ロー ドサイ ド 40 70 44 69

住宅街 700 700 684 707

計 1940 2040 1947 2044

※立地の定義

“繁華街 :調査地点で、商業施設が集積している場所。30万以上都市。 |

・オフィス街 :調査地点で、都道府県庁、市役所等の周囲。政令指定都市等。

。商店街 :商店、飲食店、消費者向けサ
ービス業が 10店以上近接している場

所         :

・ロードサイド:店舗が主要幹線道路に面し、かつ 3台 分以上の駐車場が店

舗に隣接。

・住宅街 :上記以外で、周囲が住宅中心の場所

上記定義を基に、調査員が判断し調査を行つた。



④ 調査方法 ・調査事項

:)調査方法

覆面調査

※覆面調査とは、一般消費者を装い店舗状況や従事者の対応等を調査す
|   る

こと。今回は、調査員が指定した市区町村において、指定した条件

の薬局、薬店を探し、下般消費者の目線で店内の状況及び従事者の対

応を調査した。

I)調 査事項

薬局。店舗販売では、全店舗共通の調査事項と、第 1類医薬品販売時の

対応または第2類 。第 3類医薬品販売時の対応のいずれかを調査した6

調査事項は以下のとおりb                  .

a)全 店舗共通事項

a‐1調剤室の有無

a‐2第 1類 医薬品の取扱有無            ‐

a‐3第 1類 医薬品の陳夕1状況 |               、

a‐4リ スク分類別の陳列状況

a‐5.従事者の名札の有無

a‐6.リスク分類の定義 ・解説の掲示の有無      ‐

a‐7.第1類医薬品の情報提供に関する解説の掲示の有無   ‐

,18.神談時の対応方法!テ関する解説
の掲示の有無

※a‐6(a・7、五-8の調査事項については、■部の店舗について平成 24

年 5月 31日 まで経過措置期間が設定されている事項である。

b)第 1類医薬品販売における調査事項 (以下、「第 1類調査」)  1 _

b-1.第1類医薬品購入時の情報提供者           ‐

b-2第 1類医薬1品購入時の説明

‐  ※ 今回、b-2に ついては、購入前 (代金支払前)の 説明の有無等に着目

して調査を行つた。       .

c)第 2類 。第予類医薬品販売における調査事項 (以下、「第2類
。第3類調

査」)                    .

c-1.第2類 ,第 3類 医薬品相談時の情報提供者  ヽ

c-2_相談前の情報提供

_ ci3相 談内容べの回答
｀
※第 2類 医薬品には、指定第②類医薬品も含む。



轟i)第 1類医薬品/第 2類 ・第3類医薬品別の調査数

第 1類調査と第2類 。第3類調査の調査数は、1月の調査時に割り付けを行つていな

いため、第1類調査数と第2類 。第3類調査数に偏りが無いように、1月め調査結果を

踏まえ、2月の調査時に調整を行つた。

|その結果、1月調査の第1類調査が 1277店、第2類 。第3類調査が688店であつた。

2月調査では、第1類調査が673店、第2類 。第3類調査が 1353店であつた:

‐     ※ 調査期間は、⑤調査期間参照。             |

第 1類医薬品/第 2類 。第3類医薬品は(「総合感冒薬 (内用)」、「ヒ不タミンH2受

容体措抗剤含有薬」、「鎮痛 :鎮痒。収れん。消炎薬」、「制酸。健胃Ⅲ消化・整腸を2以上

標榜するもの」、及び、「胃腸鎮痛鎮けい薬」を対象として調査を行った。

⑤ 調 査期間

調査期間を2期間に分けて実施

。期間1:平 成 22年 1月 12日 ～1月 31日 (以下、「1月調査」)

`期間
‐2:平 成22年 2月 12日 ～3月 7日 (以下、「2月調査」)   .

⑥ 調 査員   ,

定期的に教育を受けている弊社専属調査員が実施。本調査実施に際し、全国 16箇

所で調査説明会を行い、説明を受けたものが調査を行つた。



⑦ 標 本構成             ‐    ,

今回の調査の標本構成は、図1-1、図1-2、図 113、図I-4及び図1‐5に示すとおり

である。     .

※ 「標本構成」とは、属性別の対象数構成比も

i)ブロック

図 I「1     ‐  ‐

‖).業態

図 I‐2

TOTAL(n=3991)

1月調査(n=1965)

2月調査(n=2026)

圏北海道・東北日関東甲信越□東海北陸□近畿 □中国日四国□九州・

TOTAL(n=3991)

1月調査( n = 1 9 6 5 )

2月 調査(nマ026)



‖1)経営形態

図 I-3

Ⅳ)立 地

図 I- 4

経営形態別標本数

丁OTAL(n=3991)t

l月調査(n=19651

2月調査(n=2026)

薬局(n=1947)

雪こ″ヨ(n=2044)

独立店ロチエーン

20% 60% 80% 100%

TOTAL(n=3991)

1月調査(nF1965)

2月調査(h=2026)

圏繁華街 ロオフィス街 ロロードサイド回商店街 □住宅街

93・ 1

9 3 I輻 鶉

|                                                                 |
2 6  1
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v)第 1類調査/第 2類 ・第 3類調査

図 I‐5

第1類調査/第 2類 ・第3類調査

TOttAL(n=3991)

1月調査(n= 1 9 6 5 )

2Jl言周ヱ墜(n=2026)

由第1類調査   |     □ 第2類・第3類調査



(2)郵 便等販売に関する調査

① 調 査対象・調査方法・調査事項 .                  イ

インタエネットの検索サイトで、「通信販売」、「医薬品」で検索し(検索結果の上位

5件 と下位 5件の10件 を対象とした。覆面調査により(イ ンターネット、または電

話にて申し込みを行い、第 1類医薬品、または第2類医薬品が購入できるか調査を行

ったし        ヽ
                 ｀

郵便等販売では、離島居住者及び継続使用者に対して経過措置がとられており、第

2類 医薬品については平成 23年 5月 31日 まで購入することができるようになら

‐ て いる。

そのため、実際の調査においては、調査員が離島居住者ではなく、また継続使用者

ではないとしヽう条件で調査を行らた。1覆面調査t

② そ の他
｀
調査員、調査時期にういては、(1)⑤ 、⑥に同じ。

|

(3)配 置販売に関する調査                   t

① 調 査対象・調査方法

本調査を担当する全国の調査員の中から配置販売利用者を抽出し、調査期PH5中に配

置販売業者の訪間を受けた場合に調査を行つたち実際の調査実施件数は、全国で 16

件であるた。覆面調査。                         ‐

② 調 査事項     |            ‐

全件共通の以下の調査事項により調査した。        1     1    ‐

1第 1類 医薬品取扱の状況

2リ スク分類による配置状況確認 (薬箱内の確認)

3従事者の名札の有無         ‐

4医薬品相談時の情報提供者   .

5相談内容への回答

※配置販売業では、平成 21年 5月 31日 までに配置販売業の許可を受けているも

の (以下、既存配置販売業)と 平成 21年 6月 1日以降新規に配置販売業の許可

を受けたもの (以下、新規配置販売業)で は、適用される条件が異なる。

③ そ の他                 ‐              1 ｀

調査員、調査時期については、(1)⑤ 、⑥に同じ:

12



‖.調 査結果

1.薬局 ・店舗販売

(1)第 1類医薬品の取扱の有無

調査店舗全体 (3991件)の うち、第 1類医薬品の取扱があるのは、全体の67.5%

となっている (図Ⅱ‐1)。

(業態別)   ‐
 ‐     ′

第 1類医薬品の取扱があるのは、薬局で 884%、 薬店で 47.6%となつており、

薬局の方が40.8ポイント高くならている。

(経営形態別)

第 1類医薬品の取扱があるのは、独立店で 57.1%、チユニン店では 78.8%とな

つており、チェァン店が21.7ポイント高くなっている。

(プロシク別)

第1類医薬品の取扱があるのは、関東甲信越で70.9%と最も高くならている。

'  図Ⅱ,1

‐ TOTAL(n=3991)

 `    ヨ鷹'尋(n‐1947)

舅こ「旨(n=2044)

独立店(n=2078)

チェーン店(n=1913)

北海道。東北(n=492)

関東甲信越(n=1345)

東海北陸(n=502)

近畿(n・689)

中国(n=282)

四国(n=130)

九州・沖縄(^=551)

第1類医薬品の取扱有無

圏第1類医薬品の取扱あり     □ 第1類医薬品の取扱なし
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(2)第 1類 医薬品の陳列状況

第 1類医薬品を取り扱う店舗 (2694件)の うち、第 1類医薬品が規定どおり陳

列されていなかつたのl~■く2.4%とならている (図Ⅱ
-2)。

(業態男1)

第 1類医薬品が規定どおり陳列されていなかつたのは、薬局で 24%、 薬店で

2.3%となつている6

(経営形態別)

第 1類医薬品が規定どおり陳列されていなかつたのは、独立店で43%、 チエ
ー

ン店で09%と なつている。

(ブロック別)       .

第 1類医薬品が規定どおり陳列されていなかつたのは、中国で3.7%と最も高く

なつている。

※第 1類医薬品の 「規定どおりの陳列」とは、鍵をかけた陳列設備によるもの、

または、購入者等が直接手の触れられない陳列 (空箱での陳列を含む)と し

た。

14



図Ⅱ-2

第 1類 医薬品取扱あり

0%

第1類医薬品の陳列状況

TOTAL(n=2694)

薬局(n=1722)

薬店(n=972)

独立店(n=1186)

チェーン店(n=1508)

北海道。東北(n=311)

関東甲信越(n=953)

東海北陸(n=344)

近畿(n■481)

中国(n=188)

四国(n=87)

九州・沖縄(n=330)

24

2.3

43

0.9

35

2.7

1 5

l Cl

鍼
「
】
陶
「
コ
‐囲

国第1類医薬品が規定どおり陳列されていた

□第1類医薬品が規定どおり陳列されていなかつた
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(3)リ スク分類別の陳列状況                ′  ,

①第 1類医薬品の取扱がある店舗の場合

1  第 1類医薬品を取り扱う店舗 (2694件)の うち、リスク分類別の陳列が不明瞭

だうたのは、10.8%となつている (図Ⅱ〒3)。

(業態別)                    ル     、

リスク分類別の陳列が不明瞭だらたのは、薬局で 10.9%、薬店で 10.5%となっ

ている。                    .          .

(経営形態別)      ｀                        r

リスク分類別の陳列が不明瞭だつたのは、独立店で 18:6%、チェーン店で4.6%

となっている。

(ブ■ック別)      |   .          ｀

リスク分類別の陳列が不明瞭だつたのは(四国で 14.9%と最も高くなつている6

※ 「リスク分類別の陳列」とは、店舗を訪問した調査員が店舗内を一般消費者

目線で確認した際、第1類 。第2類 。第3類医薬品が混在しないよう、リス

ク分類別に明確に区分されてぃると判断した陳列。        ,

※ 「第 2類 。第 3類 の区分は曖味」の多くは、一部の医薬品についてはリスク

分類別の陳列が確認できたが、その他については確認ができなかった場合で

ある。また、医薬品が従事者やカウンタすの後方などに陳列されていて、陳

列状況が確認できなかつた場合も含まれるし

16



図Ⅱ-3

第 1類 医薬品取扱あり
リスク分類別の陳列状況

20% 80% i00%

丁OTAL(n=2694)

薬局(n=1722)

薬店(n=972)

独立店(n=1186)

チェーン店(n=1508)

北海道・東北(n=311)

関東甲信越(n=953)

東海北陸(n=344)

近畿(n=481)

中国(n・188)

四国(n=87)

九州・沖縄(n=330)

国リスク分類別に区分されていた
□第1類のみ区分は明確。第2類・第3類の区分は曖昧
□不明瞭だつた

494      ,,3201 ■  ||:「11&611

5 3 . s N  3 5 . 0  l - t t . t

40′籾   1 448    1:,149:i
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(3)リ スク分類別の陳列状況

②第 1類医薬品の取扱がない店舗の場合                   ′

/

第 1類医薬品の取扱がない店舗 (1297件)の うち、リスク分類別の陳ケJが不明  ‐

瞭だうたのは、38.7%と なつている (図Ⅱ
‐4)。

(業態別) i

リスク分類別の陳列が不明瞭だつたのは、薬局で42.2%、薬店で 38.0%と なっ

ている。   、                             | .

(経営形態別)                             .    r
´
 リ スク分類別の陳列が不明瞭だつたのは、独立店で45.6%、チェマン店で23.5%

となっている。               ′    .   ｀

(ブロック別)

リスク分類男りの陳列が不明瞭だつたのは、四国で 53.5%と最も高くなつている。

※ 「リスク分類別の陳列」とはt店 舗を訪問した調査員が店舗内を
一般消費者

目線で確認した際、第 2類 0第 3類 医薬品が混在しないように、リスク分類

別に明確に区分されていると判断した陳列。           、

※ F第2類 ・第 3類 の区分は曖味」の多くは、
一部の医薬品についてはリスク

分類別の陳列が確認できたが、その他の医薬品については確認ができなかつた

'   も のである。また、医薬品が従事者やカウンタこの後方などに陳列されていて、      、

陳列状況が確認できなかつた場合も含まれる。
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図 Ⅱ
-4

第 1類 医薬品取扱なし

丁0丁AL(n=1297)

薬局(n=225)

舅E月冒(n=lo72)

独立店(n=892)

チェーン店(n=405)

北海道・東北(n=181)

関東甲信越(n=392)

東海北陸(n=158)

近畿(nセo8)

中国(n=94)

四国(n■3)

九,Il・,中縄(n=221)

リスク分類別の陳列状況

80%

圏リスク分類別に区分されていた □ 第2類・第3類の区分は曖昧  □ 不明瞭だつた

5■5     ■ b 387

5 H      6 7 1 : | : | : : 1 1 1 1 : l l i  4 2 2

540SNSSSSSSほRヽSESSミミ 80

4■8m a61‐ |||||11111,11:4■6::|||1111「:|「モ

5■6      ■ 2 392

4■7     ■ 91::||1111111423:■11■lt

5■2       1 3 9 1 1 1 1・ 1 1 3 2 9 1 1 1 1 1 1

相      7 7 1  1 1 i 1 4 4 2 : i 二 | 1 1 1 1

引Ю鮨 生71■ l i  : : | : 5■5 1 l i l l : :二
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(3)リ スク分類別の陳列状況

,③  従 事者の名札の有無別 (第1類医薬品の取扱がある店舗の場合)

第 1類医薬品を取り扱う店舗 (2694件)に ういて、従事者の名札の有無別にみ  て

ると、リスク分類別の陳列が不明瞭だったのは、「名札は全員つけていなかった」

が28.8%と最も高くなづている (図■‐5):           ｀
 .

図Ⅱ「5

リスク分類別の陳列状況

第 1類 医薬品取扱あり

I      TOTAL(n=2694)

名札を全員つけていた(n=1901)

名札はつけていたが

裏返つている人がいた←42)

名札をつけている人と

つけていない人がいた(n=241)

名札は全員つけていなかつた(n=510)

国リスク分類別に区分されていた     、
口第1類のみ区分は朗確。第2類・第ご類の区分は暖昧

□不明瞭だつた

20



(3)リ スク分類別の陳列状況

④従事者の名札の有無別 (第1類医薬品の取扱がない店舗の場合)

第 1類医薬品の取扱がない店舗 (1297イ→ について、従事者の名札の有無別に

みると、リスク分類別の陳列が不明瞭だつたのは、「名札は全員つけていなかった」

が53.1%と最も高くなつている (図Ⅱ‐6)。  `     |

図Ⅱ,6

第 1類 医薬品取扱なし リスク分類別の陳列状況

TOTAL(n=129つ

名札を全員つけていた(n=593)

名札はつけていたが、

裏返つている人がいた(n=15)

、 名札をつけている人と
つけていない人力tいた(n=77)

名札を全員つけていなかつた(n→12)

Nリスク分類別に区分されていた  □ 第2類・第3類の区分は曖昧  □ 不明瞭だつた
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(4)従 事者の名札の有無

①全体

調査店舗全体 (3991件)の うち、店舗の従事者全員が名札をつけていなかうた

のは、全体の28.1%と なつている (図Ⅱ
・7)。

(業態別)

店舗の従事者全員が名札を全員つけていなかったのは、率局で 22.8%、薬店で |

33.2%となっている。   、                      ′         `

(経営形態別)  .

1    店 舗の従事者全員が名札をっけていなかつたのは、独立店で 52.4%、チェ
ーン    、

店で 1.8%となつている。

(ブロック別 )                    .

店舗の従事者全員が名札をつけていなかつたのは、中国で 33.3%と最も高くな

つている。                1      ｀

※調査時に店舗内の従事者が 1'名であり、かつ、名札をつけていなかつた場合
｀
は、「従事者全員が名札をつけていなかつた」に分類した。      J       ,
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図Ⅱ‐7

従事者の名札の有無

TOttAL(n=3991)

薬局(n■1947)

薬店(n=2044)

独立店(n=2073)

チェーン店(n=1913)

北海道・東北(n492)

関東甲信越(n=1345)

東海北陸(n=502)

近畿(n=689)

中国(n=232)

四国(n=130

九州。沖縄(n=551)

国名札を全員つけていた         □ 名札はつけていたが裏返つている人がいた

名札をつけている人とつけていない人がいた口名札は全員つけていなかつた

l「些
S~「こ11.o≡
1 3 -

「`17171
1 0 ~
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(4)従 事者の名札の有無

② 第 1類医薬品の取扱有無別

第 1類医薬品の取扱有無別にみると、店舗の従事者全員が名札をつけていなか

ったのは、「第 1類医薬品の取扱あり」が 18.9%、「第1類医薬品の取扱なし」が

472%と なづている (図Ⅱ‐8)。

図Ⅱ‐8 ´

従事者の名札の有無

TOTAL(n=3991)

第1類医薬品の

取扱あり(n=2694)

第1類医薬品の

取扱なし(n=1297)

名札を全員つけていた          □ 名札はつけていたが裏返つている人がいた
□名札をつけている人とつけていない人がいた回名札は全員つけていなかつた
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(4)従 事者の名札の有無

③ 第 1類医薬品の陳列状況別

第 1類 医薬品を取り扱 う店舗 (2694件)に ついて、第 1類医薬品の陳列状況別

にみると、店舗の従事者全員が名札をつけていなかつたのは、「第 1類 医薬品が規

定どおり陳夕1されていなかつた」で 531%と なつている (図Ⅱ
‐9)。

図Ⅱ
‐9

第 1類 医薬品取扱あり
従事者の名札の有無

TOttAL(n=2694)

第 1類医薬品が

規定どおり陳列されていた

(n=2630)′

第1類医薬品が

規定どおり陳列されていなかった
(n=64)

国名札を全員つけていた □名札はつけていたが裏返づている人がいた
□名札をつけている人とつけていない人がいた 日名札は全員つけていなかつた
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(4)従 事者の名札の有無

④ リスク分類別の陳列状況別 (第1類医薬品の取扱がある店舗の場合)

第 1類医薬品を取り扱う店舗 (2694件)に ついて、リスク分類別の陳列状況別

でみると、店舗の従事者全員が名札をつけていなかつたのは、「不明瞭だった」で

509%と なつている (図Ⅱ‐10)。

図 Ⅱ‐10

第 1類 医薬品取扱あり
従事者の名札の有無

丁OTAL(n=2694)

リスク分類が分かるように

区分されていた(n=1540)

第1類のみ区分明確。

第2類・第3類の区分は

曖昧(n=8651

不明瞭だつた(n=289)

圏名札を全員つけていた □名札はつけていたが裏返つている人がいた

□名札をつけている人とつけていない人がいた□名札は全員つけていなかつた
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(4)従 事者の名札の有無

⑤ リスク分類による陳列状況別 (第1類医薬品の取扱がない店舗の場合)

第 1類医薬品の取扱がない店舗 (1297件)で 、リスク分類別の陳列状況別にみ

ると、店舗の従事者全員が名札をうけていなかつたのは、「不明瞭だつた」で64.7%

となっている (図Ⅱ‐11)。

図Ⅱ‐11

第 1類 医薬品取扱なし
従事者の名札の有無

TOttAL(n=1297)

リスク分類が分かるように

区分されていた(n=694)

第2類・第3類の区分は

曖昧(n=loo

不明瞭だつた(n=499)

圏名札を全員つけてし`た          □ 名札はつけていたが裏返つている人がいた
□名札をつけている人とつけていない人がいた口名札は全員つけていなかつた
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(5)リ スク分類の定義 ・解説の掲示の有無

調査店舗全体 (3991件 )の うち、リスク分類の定義 ・解説の掲示を確認できた

のは、全体の 29.8%と なっている (図Ⅱ
‐12)。

(業態別)         .

リスク分類の定義・解説の掲示を確認できたのは、薬局で 31.5%、薬店で 281%

となつている。

(経営形態別) .

‐   リ スク分類の定義 ・解説の掲示を確認できたのは、独辛店で■6.o%ヾ チユ
ニン

店で 44.7%と なつている。

(ブロック.別)    .       ｀

リスク分類の定義 ・解説の掲示を確認できたのは、近畿で 32.4%と最も高くな

っている。

※リスク分類の定義 。解説の掲示は、平成241年 5月 31日 まで経過措置がと

られている。
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図Ⅱ
‐12

リスク分類の定義・解説の掲示の有無

丁0丁AL(n=3991)

薬局(n=1947)

ヨこ1ヨ(n=2044)

独立店(n=2078)

チェーン店(n・1913)

北海道・東北(n492)

関東甲信越(n=1345)

東海北陸(n=502)

近畿(n=689)

' 中 国(n=282)

四国(n■130)

九州・沖縄(n=551)

国掲示(リスク分類の定義・解説)を確認できた

□掲示(リスク分類の定義・解説)を確認できなかつた
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(6)第 1類医薬品の情報提供に関する解説の掲示の有無            ‐

第 1類医薬品を取り扱う店舗 (2694件)の うち、第1類医薬品の情報提供に関

する解説の掲示を確認できたのは、48.0%となっている (図Ⅱ‐13)。

(業態別)

第 1類医薬品を取り扱う店舗で、第 1類医薬品の情報提供に関する解説の掲示

を確認できたのは、薬局で431%、 薬店で56.6%となっている3

(経営形態別)

第 1類医薬品を取り扱う店舗で、第 1類医薬品の情報提供に関する解説の掲示

を確認できたのはt独立店で21.1%、チ三ニン店で692%と なっている。 |

(ブロック別)             .

第 1類医薬品を取.り扱う店舗で(第 1類医薬品の情報提供に関する解説の掲示

を確認できたのは、東海北陸で52.3%と最も高くなっている。

※第1類医薬品の情報提供に関する解説の掲示は、平成24年 5月 31日 まで

経過措置がとられている。
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図Ⅱ l13

第 1類 医薬品取扱あり

TOTAL(n=2694)

薬局(n=1722)

薬店(n=972)

独立店(n=1186)

チi‐ ン店(n=1503)

北海道・東北(n=311)

関東甲信越(n‐953)

東海北陸(n=344)

譴i螢監(n■481)

中国( n = 1 8 8 )

ロロロロ(n=87)

九州・沖縄(n=330)

第1類医薬品の情報提供に関する解説の掲示の有無

蒻掲示(第1類の情報提供の解説)を確認できた

□掲示(第1類の情報提供の解説)を確認できなかつた
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(7)相 談時の対応方法に関する解説の掲示の有無

調査店舗全体 (3991件)の うち、相談時の対応方法に関する解説の掲示を確認

できたのは、全体の296%と なうている (図Ⅱ
-14):

.(業 態別)

相談時の対応方法に関する解説の掲示を確認できたのは、薬局で 30.5%、薬店      ｀

で28.7%となつている。

(経営形態別)

相談時の対応方法に関する解謀の掲示を確認できたのは、独立店で 14.1%、チ  |

ェーン店で46.3%となつているさ

(ブロック別) |         ‐
                    ｀

相談時の対応方法に関する解説の掲示を確認できたのは、関東甲信越で 31.4%

と最も高くなつている。   ,

1※相談時の対応方法に関する解説の掲示は、平成 24年 5月 31日 まで経過措

:置
がとられている。
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図Ⅱ
‐14

相談時の対応方法に関する解説の掲示の有無

丁OTAL(n=3991)

薬局(n〒1947)

蟹ξ月ヨ(n=2044)

独立店(n=2078)

チエーン店(n=1913)

北海道。東北(n=492)

関東甲信越(n=1345)

東海北陸(n干502)

近畿(n=689)

中国(h=282)

四国(n〒130)

九州・沖縄(n=551)

国掲示(相談時の対応方法の解説)を確認できた

□掲示(相談時の対応方法の解説)を確認できなかつた
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(8)第 1類医薬品販売における対応状況

① 第 1類医薬品購入時の情報提供者

｀
  第 1類調査を行つた店舗 (1949件)に おいて、第 1類医薬品購入時の情報提供

者 (情報提供がなかつた場合には、購入時に対応した店舗従事者)が 薬剤師であ

つた場合が、704%と なつている。また、情報提供者が、名札未着用などの理由に

より、薬剤師、登録販売者、
一般従事者のぃずれであつたのか確認できなかつた

場合が、234%と なっている (図Ⅱ-15)。

(業態別)             :

第 1類医薬品購入時の情報提供者が薬斉1師であつた場合は(薬局で 65.8%、薬

店で75.9%となつており、薬店が 1011ポイント高くなうている。

(経営形態別)

第 1類医薬品購入時の情報提供者が薬剤師であつた場合は、独立店で 442%、

チェニン店884%と なつており、チェァン店が442ポ イント高くなっている。

(ブロシク別)               .

第1類医薬品購入時の情報提供者が薬剤師でゎつた場合は、四国で73.5%と最

も高くなつている。

※第 1類医薬品の購入時に情報提供がなからた場合には(「購入時 (代金支払時)

に対応した店舗従事者」について調査した。

※ 「一般従事者」とは、名札に=般 従事者と明記されていたか、名前のみ記載

されていたものとした。 |
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図Ⅱ‐15

TOttAL(n=1949)

薬局(n=l o61)

薬店(n=880

独立店(n=794)

チェーン店(n=1155)

北海道・東北(n=227)

関東甲信越(n=689)

東海北陸(n=245)

近畿(n=340)

中国(n=136)

ロヨE](n=68)

九りIll・,中縄(n=244)

第1類医薬品購入時の情報提供者

国薬剤師  □ 登録販売者  ロ ー般従事者(名前のみ) □ 名札未着用もしくは見えなかつたなど
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(8)第 1類医薬品販売における対応状況

②第 1類医薬品購入時の説明   .

第 1類調査を行つた店舗 (1949件)の うち、「購入前に文書を用いて詳細な説明

があった」のは、505%と なつている。また、「購入前に文書を渡されたが詳細な

説明はなかつた」、「購入前に口頭のみでの説明があつた」、「購入前には説明自体

がなかつた」は、それぞれ、7.1%、225%、 198%と なつている (図Ⅱ
l16)。

(業態別)

第 1類調査を行つた店舗で、「購入前に文書を用いて詳細な説明があった」のは、

薬局で465%、 薬店で 554%と なっているg         l
'(経
営形態別)

第 1類調査を行つた店舗で、「購入前に文書を用いて詳細な説明があった」のは、

独立店で33.9%tチ ェーン店で 62.0%となつている。      ‐

(ブロ
′ック別)

第1類医薬品で調査をした店舗で、「購入前に文書を用いて詳細な説明があっ

た」のは、東海北陸が580%と最も高くなつている。

※本調査において 「購入時の説明があつた」とは、購入前 (代金支払前)に 情

報提供があつたものとした。                     ヽ

※ 「購入前に説明がなかつた」には、代金支払時 (購入時)又 は支払後 (購入

後)に 、文書を用し`た説明又は日頭の説明があった場合が含まれる。

※調査員は、調査方法として、購入しようとする際に情報提供を要しない旨の

意志表明はしないものとした。
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図Ⅱ-16

第1類医薬品購入時の説明の有無

TOttAL(n■1949)

薬局(n=lo61)

薬店(n=888)

独立店(n=794)

チエーン店(n=1155)

北海道・東北(n=227)

関東甲信越(n=689)

東海北陸(n=245)

11書笠(n=340)

中国( n = 1 3 6 )

四国( n = 6 8 )

九JIH・沖`電(n=244)

国購入前に第1類について文書を用いて詳細な説明があつた
□購入前に第1類について文書を渡されたが詳細な説明がなかつた

□購入前に第1類について口頭のみでの説明だつた
回購入前に第1類について説明自体なかつた
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(8)第 1類医薬品販売における対応状況

③ 第 1類医薬品購入時の説明 (従事者の名札の有無別)

図Ⅱ・17

第 1類調査を行つた店舗 (1949件)に おける第 1類医薬品購入時の説明につい

て、従事者の名札の有無別にみると、「購入前に文書を用いて詳細な説明があつた」

のは、「名札を全員つけていた」が、62.2%と最も高くなつている (図Ⅱ‐17)。

第1類医薬品購入,時の説明の有無

丁OTAL(n=1949)

名札を全員つけていた(n=1408)

名札はつけていたが
´

裏返つている人がいた(n=31)

名札をつけている人と

つけていない人がいた(h=163)

名札は全員つけていなかつたくn=347)

圏購入前に第1類について文書を用いて詳細な説明があった
□購入前に第1類について文書を渡されたが詳細な説明がなかつた

日購入前に第1類について口頭のみでの説明だつた

口購入前に第1類について説明自体なかつた
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(9)第 2類 ・第3類医薬品販売における対応状況

① 第 2類 ・第3類医薬品相談時の情報提供者

第2類 。第3類調査を実施した店舗 (2042件)に おいて、調査員が第2類 。第

3類医薬品について相談した際の情報提供者は 「薬剤師」、「登録販売者」を合わ

せると、492%と なつている。また、情報提供者が、名札未着用などの理由により、

薬剤師、登録販売者、一般従事者のいずれであつたのか確認できなかつた場合が、

4219%とならている (図■,18)。

(業態別)

第 2類 。第3類医薬品相談時の情報提供者は、「薬斉1師」、

せると、薬局では 580%、 薬店では 42_6%となっており、

高くなつている。 ・

(経営形態別)                ´

、 第 2類 。第3類医薬品相談時の情報提供者は、「薬剤師」、

せて、独立店で 33.1%、チェーン店で 76.5%となつており、

イント高くなつている。         、

(ブロジク別)|   ‐

第 2類 。第3類医薬品相談時の情報提供者は、「薬剤師」、

せて、北海道 。東北で57.7%と最も高くなつている。

「登録販売者」を合わ

薬局が 15.4ポイント

「登録販売者」を合わ

チェーン店が 43.4ポ

「登録販売者」を合わ

※ 「第2類 。第3類医薬品の相談」とは、調査員が医薬品の商品名を告げた後に、

効果などについて質問すること。     |              ′

※ 「情報提供者」とは、当該質問に対して回‐答した店舗従事者とした`
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図 Ⅱ‐18

第 2類 。第 3類 調査

TOTAL(n=2Q42)

薬局(n=886)

薬店(n干1156)

独立店(n=1284)

チi―ン店(n=753)

北海道・東北(n=265)

関東甲信越(n=656)

東海北陸(n=257)

近畿(n・349)

中国(n・146)

四国(n=62)

九州・沖縄(n=307)

第2類 L第3類医薬品相談時の情報提供者

国薬剤師  □ 登録販売者  □ 一般従事者(名前のみ) 日 名札未着用もしくは見えなかつたなど
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(9)第 2類 ・第3類医薬品販売における対応状況

② 相 談前の情報提供の有無

第2類 。第3類調査を実施した店舗 (2042件)の うち、調査員が相談する前に

店舗従事者から情報提供があつたのは、47.4%となつている (図Ⅱ「19)。

(業態別)

調査員が相談する前に情報提供があつたのは、薬局で459%、 薬店で 484%と

なつている。

(経営形態別)

調査員が相談する前に情報提供があつたのは、独立店で 48.8%、チェーン店で

44.9%となつている。 .

(ブ■ック別)       、

調査員が相談する前に情報提供があつたのは、中国で 5114%と最も高くならて

いる。
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図 Ⅱ‐19

第 2類 。第 3類 調査

TOTAL(n■ 2042)

雷苦「3(n=886)

薬店(n=1156)

独立店(n=1284)

チェ‐ン店(n=758)

北海道・東北(h=265)

関東甲信越(n・656)

東海北陸(n=257)

近畿(n=340)

中国(n=146)

四国(n=62)

九J劇・沖縄(n=307)

相談前の情報提供の有無

国相談前に情報提供があうた  □ 相談前に情報提供はなかった

42



(9)第 2類 ・第3類医薬品販売における対応状況
‐
③ 相 談前の情報提供の有無  (情 報提供者別)

第 2類 ・第3類調査を実施した店舗 (2042件)に ついて、情報提供者別にみる

と、「調査員が質問する前に情報提供があつた」のは、薬斉J師が604%と 最も高く

なっている (図Ⅱ-20)。

図 Ⅱ
‐20

第2類 ・第3類調査 相談前の情報提供の有無

TOTAL(n=2042)

.薬剤師(n=366)

登録販売者(n=640)

一般従事者(名前のみ)(n=160)

名札未着用もしくは

見えなかつたなど(n・876)

圏相談前に情報提供があつた  □ 相談前に情報提供はなかうた
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(9)第 2類 ・第3類医薬品販売における対応状況              ‐

④ 相 談内容への回答

第2類 。第3類調査を実施した店舗 (2042件)の うち、調査員の質問に対して

適切な回答があつたのは、
・
8812%となつている (図■-21):  ‐

(業態別)                          .

適切な回答があるたのは、薬局で90.9%、薬店で86.2%となつている。

(経営形態別)

適切な回答があつたのは、独立店で86.1%、チェーン店で92.0%となっている。 、

(ブロック別)

適切な回答があつたのは、東海北陸及び中国で 9■8%と 最も高くなっている。

※ 「適切な回答」とは、調査員の質問に対する回答が(医 薬品のパッケージや

添付文書に記載されている内容と一致している場合とした。
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図■121

第 2類 。第 3類 調査

0%

TOTAL(n=2042)

薬局(n-386)

薬店(n=1156)

独立店(n=1284)

チェーン店(n=758)

北海道・東北(n裁65)

関東甲信越(n=656)

東海北陸(n=257)

1  近 畿(n=349)

中国(n=146)

四国(n=62)

九州・,中縄(n=307)

相談内容への回答

圏相談内容に関して適切な回答があつた

□相談内容に関して適切な回答がなかつた
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(9)第 2類 ・第3類医薬品販売における対応状況

⑤相談内容への回答  (従 事者の名札の有無別)

図 Ⅱ‐22

第2類 。第3類調査を実施した店舗 (2042件)に ついて、従事者の名札の有無

別でみると、「相談内容への適切な回答があらた」のは、「名札を全員つけていた」

が928%と 最も高くなっている (図Ⅱ-22)。  .

第 2類 。第 3類 調査

TOttAL(n=2042)

名札を全員つけていた(n=1086)

名ネLはつけていたが

1  裏 返つている人がぃた(n=26)

 ́   名 札をつけている人と

つけていない人がいた(n■155)

名札は全員つけていなかつた(n=775)

相談内容への回答

相談内容に関して適切な回答があつた□相談内容に関して適切な回答がなかっ
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(0)第 2類 ・第3類医薬品販売における対応状況

⑥ 相 談内容への回答 (第2類 ・第3類医薬品相談時の情報提供者別)

^ 第 2類 `第 3類調査を実施した店舗 (2042件)の うち、第2類 。第3類医薬品

の情報提供者別にみると、「本目談内容への適切な回答があつた」のは、「薬斉J師」

が97.0%、「登録販売者」が945%と なつている (図Ⅱ‐23)。     |

図Ⅱ‐23

第 2類 ・第 3類 調査
相談内容への回答

TOttAL(n=2042)

薬剤師(n=306)

登録販売者(n=640)

国相談内容に関して適切な回答があつた□相談内容に関して適切な回答がな
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(10)薬 局における調剤室の有無

「薬局」とした店舗 (1947件)に ついて、調剤室の有無を見ると、調剤室を確

認できなかったのは 64%と なっている (図1‐24):         ,

(経営形態別)

「薬局」とした店舗について、調剤室を確認できなかつたのは、独立店で9.0%

となつており、チェーン店では &1%と なつている。        |

(ブロック別)                '

,   「 薬局」とした店舗にういて、調剤室を確認できなからたのは、四国で 281%

と最も高くなつている。

※本調査では、「薬局」とは、店舗名称に薬局とついているか、調斉J室がある店

舗とした。
一般消費者目線で調査を行つているため各都道府県に申請されて

いる実際の許可内容とは異なることがある。        |

図Ⅱ‐24

薬局にういての結果

0%

薬局丁OTAL((n=1947)

独立店(n=lo74)

チエーン店(n=873)

北海道・東北(n=237)

関東甲信越(n=652)

東海北陸(n=248)

近畿(n=342)

中国(n・137)

四国(n=64)

九舅1・沖縄(n=267)

圏調剤室を確認できた □調剤室を確認できなか



2.そ の他

(1)郵 便等販売   |
一般用医薬品の郵便等販売を対象とした調査では、インタ∵ネット、または

電話にて申し込みを行い、第 1類 医薬品、または第 2類 医薬品が購入できる
・
    か 調査を行つた。結果は、以下のとおり。

[調査結果]          ‐

表Ⅱ Ll

D 購入できなかつた事例

表Ⅱ-2

購入できた事例

表 Ⅱ‐3

il■1事
一
，

■

一
，
一

ホこムページ 郵便等販売では、第1類 。第2類扱い無し

2 ホームページ 郵便等販売では、第 1類 。第 2類 扱い無し

3 ホームペマジ 郵便等販売では、第 1類 。第 2類 扱い無し

4 ホームページ 申し込み後、購入履歴より、購入不可の連絡あり

環 輻
鐙

ホームページ 会員登録が必要 鎮痛 ・鎮痒 ・収

れん。消炎薬

第 1類

2 ホ‐ムペァジ 購入画面で、購入

履歴の確認画面あ

り

化膿性皮膚疾患

用薬

第 2類 調査員に購入履歴は無いが、

画面上で「購入履歴あり」を

選択すると購入できた。

3 電話 電話の際、購入履

歴等の確認なし

鎮痛 。鎮痒 。収

れん 。消炎薬

第 2類

4 ホームページ 購入画面で、購入

履歴の確認画面あ

り

鼻炎用点鼻薬 第 2類 「購入履歴なし」

としたが購入でき

た。

5 ホームペ‐ジ 購入画面でヾ購入

時の注意喚起あり

′点日長斉1 第 2類

6 ホームページ 購入画面でti購入

時の注意喚起あり

漢方製剤 第 2類
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(2)配 置販売

担当する全国調査員の中から配置販売業利用者を抽出し、調査期間申に配置

販売業者の訪間を受けた場合に調査を行つた6

※配置販売業では、平成21年 5月 31日 までに配置販売業の許可を受けてい

るものと平成21年 6月 1日以降新規に配置販売業の許可を受けたものでは、

適用される条件が異なるぢなお、今回の調査では対象となつた配置販売業者に

ついて、既存配置販売業と新規配置販売業の別は確認していない。

[調査結果]

i)第 1類医薬品の取り扱い有無

表Ⅱ‐4   .

1)リ スク分類別の陳列状況

表Ⅱ‐5

li)従事者の名札の有無

表■‐6  .

※ 「名札未着用もしくは見えなかったなど」は、従事者がコー トを着用し

ていた等により調査員からは名札をつけているかどうか確認できなかっ

た場合を合む。    |  .
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～)情 報提供の有無

表Ⅱ-7

※ 「相談」とは、薬の商品名を告げた後に、効果などについて質問するこ

と。       ・  .                          1

v)相 談内容への回答

表Ⅱ‐8

※ 「適切な回答」とはt調 査員の質問に対する回答が、医薬品のパッケージ

や添付文書に記載されている内容と
一致している場合とした。

16 5

16 14 2
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